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日程 第１ 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程 第２ 非農地証明願について 
日程 第３ 農地造成施行承認願について 
日程 第４ 農地法第４条・５条の規定に基づく許可不要に準ずる届出について 

日程 第５ 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について 
日程 第６ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出について 
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会 長：ただ今から、平成２７年第８回定例総会を開会いたします。 
    出席委員は８名中８名で、定足数に達しておりますので、総会は成立して 

おります。 
    本日の議事録署名人は、５番金子委員と６番藤井委員を指名いたします。 
会 長：それでは、総会次第により日程第１農地法第５条の規定による許可申請に

ついて、議案番号３０号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明
をお願いします。 

事務局：（議案番号３０号を朗読）（説明） 
    当該地は、圏央道寒川北インターから県道４６号相模原・茅ヶ崎線を約４

００ｍ北上し、信号を右折、２５０ｍほど行った通り沿いの畑です。譲受
人は、自動車部品の製造加工及び販売、段ボールの製造加工などを行う業
者で、取引需要が増加により製品納品の為のトラック待機場、並びに従業
員等の駐車場が必要ということで、今回の転用許可申請があったものです。
なお、農地法に基づく農地転用許可の判断となる立地基準としては、市街
化区域から連たんしていることから第３種農地にあたり、問題はないと考
えます。 

会 長：続いて、担当地区委員から、現地調査の結果並びに補足説明をお願いしま
す。 

２ 番：８月１１日、会長と事務局とで現地調査してきました。説明のとおり譲受

人には駐車場が必要と見受けられ、隣接農地への影響も大丈夫だと思いま
す。 

会 長：ありがとうございました。私も現地調査をしてきましたが、隣接農地への
影響も大丈夫だと感じました。これより質疑に入ります。ただいまの説明
について、発言のある方は挙手願います。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決します。議案番号３０号は原案につい
ては原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号３０号は原案のとおり許可相当として意
見書を添え、県に進達することに決定します。 

    次に、日程第２、非農地証明願について、議案番号３１号を上程します。
事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 



事務局：（議案番号３１号を朗読）（説明） 
    当該地は位置図にありますとおり、今ご審議いただいた５条許可申請地の

北西角に隣接している６．６１㎡の土地で現在、道祖神がまつられていま

す。昭和４２年、土地改良事業により換地処分され、前面道路にあった石
碑を当該地に移し現在に至ります。なお、当該地の立地基準は、市街化区
域から連たんしていることから、第３種農地にあたります。現地には８月
１１日に地区担当委員と会長と共に調査に行っています。 

会 長：続いて、地区担当委員から、現地調査等の補足説明をお願いします。 
２ 番：事務局の説明どおりです。子どもの頃から庚申塔があり、どんど焼き等が

行われていました。農地にするのは難しいと思われますので、非農地が妥
当と思われます。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ
いて発言のある方は挙手願います。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３１号について、
原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号３１号は原案のとおり非農地証明書を交
付することに決定いたします。続きまして議案番号３２号を上程します。 

    事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３２号を朗読）（説明） 
    当該地は、位置図にありますとおり寒川神社の隣の宮山神社西側にある申

請者が所有する店舗の敷地の一部です。昭和４６年以前から宅地として使
われており、提出された昭和４４年の航空写真から確認できています。な
お、当該地の立地基準は市街化区域から連たんしていることから、第３種
農地にあたります。現地には８月１７日に地区担当委員と会長と共に調査
に行っています。 

会 長：続いて地区担当委員から、補足説明をお願いします。 
５ 番：８月１７日、現地調査に行ってきました。１．３２㎡では農地に戻しても

何もできないので、非農地が妥当と考えます。 
会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて発言のある方は挙手願います。 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３２号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号３２号は原案のとおり非農地証明書を交

付することに決定いたします。 
    次に日程第３、農地造成工事施工承認願について、議案番号３３号を上程

します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号３３号を朗読）（説明） 
    位置図にありますとおり県道４６号相模原・茅ヶ崎線を海老名市との行政

境から約３００ｍ南下した東側に位置する田です。水はけが悪く、田とし
て使用できないということで畑に造成し、ネギや大根を作付けする予定で

す。北側の隣接地は田で作付けされており、影響の無いよう施工計画がさ
れ、所有者の承諾も得られています。 

会 長：続いて地区担当委員から、現地調査等の補足説明をお願いします。 
２ 番：８月１１日、現地調査に行ってきました。この田については、今年は耕作

がないようだが、昨年は耕作されていた。隣の駐車場のトラックの駐車方
法がきになるが、問題はないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ
いて、発言のある方は挙手願います。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決します。議案番号３３号について、原
案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 



会 長：では全員賛成ですので、議案番号３３号は原案のとおり許可証を交付する
ことに決定します。次に日程第４、農地法第４条・５条の規定に基づく許
可不要に準ずる届出について、報告番号５５号の１件、日程第５、農地法

第４条第１項第７号の規定による転用届出について、報告番号５６号から
５８号の３件、日程第６農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出
について、報告番号５９号から６３号の５件、以上一括して事務局より報
告事項の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（報告番号５５～６３号を朗読）（説明） 
    いずれも添付書類を含めかんびしておりましたので、事務局長専決により

書類を受理しました。 
会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願いします。 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項につ

いては了承されたこととします。最後に、その他として審議事項はありま
すでしょうか。 

会 長：特にないようですので、以上をもって平成２７年第８回寒川町農業委員会

定例総会を閉会します。 

資  料 １．平成２７年第８回定例総会議案及び位置図 

 議事録署名人（５番） 金子 幸一      署名人（６番） 藤井 明男       

本議事録は、平成２７年９月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


